
九

0
年
代
に
お
け
る
江
南
の
農
村
紅
命
日

島

淑

男

お三二ーは

じ

め

に

農
民
の
再
生
産
構
造

地
主
・

官
憲
に
よ
る
農
民
支
配
の
構
造

一九一

0
年
代
後
期
の
農
民
運
動

わ

り

に

- 87-

は

じ

め

帝
国
主
義
段
階
に
突
入
し
た

一
八
九

0
年
代
以
降
の
牢
植
民
地
牢
封
建
中
園
の
農
村
社
禽
は
、
帝
国
主
義
諸
列
強
の
経
済
進
出

資
本
)
と
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
成
長
し
は
じ
め
た
圏
内
企
業
の
制
肘
を
受
け
て
、

以
前
に
も
ま
し
て
よ
り
一
層
深
刻
な
襲
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ

揚
子
江
下
流
の
経
済
的
先
進
地
域
H
江
南
デ
ル
タ
地
域
と
い
え
ど
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、

(
商
品
と

fこ

外
園
資
本
と
圏
内
資
本
(
官
僚
・
寅

務
・
民
族
資
本
等
々
〉
が
、
上
海
を
中
心
に
集
中
的
に
投
下
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
経
済

・
祉
舎
の
構
造
的
援
化
は
準
行
し
、
前
期
的
商
人
の
中
間

搾
取
網
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
中
で
、
農
民
の
資
本
へ
の
隷
属
は
よ
り

一
層
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
農
村
社
舎
内
部
に

お
け
る
階
級
関
係

tま

一
方
で
複
雑
化
し
つ
つ
も
、
そ
の
封
立
情
況
は
よ
り

一
層
鮮
明
と
な
り
、
地
主

・
佃
農
聞
の
針
立
を
中
心
と
す
る
階
級
闘
争
は
よ
り
一
層

521 

の
激
化
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
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二

O
世
紀
の
初
頭
、
特
に
一
九
一

0
年
代
は
、
辛
亥
革
命
に
始
ま
り
五
四
運
動
に
移
る
政
治
的
激
動
の
時
代
で
も
あ
る
が
、

そ
の
聞
に
瑳
生

し
た
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
米
商
圏
の
急
速
な
中
園
進
出
に
よ
り
、
中
闘
を
め
ぐ
る
帝
園
主
義
諸
園
聞
の
関
係
が
大
き
く
か
わ
る
時
代
で
も
あ

っ
た
。
二
十
一
ケ
篠
要
求
に
始
ま
る
日
本
帝
園
主
義
の
強
引
な
中
園
準
出
は
、
中
園
の
植
民
地
化
を
よ
り
一
層
深
め
る
と
と
も
に
、

日
米
商
圏

を
中
心
と
す
る
諸
列
強
の
軍
閥
利
用
に
よ
る
中
園
支
配
は
、
軍
閥
聞
の
内
戦
を
醸
成
し
、
中
園
の
民
族
経
済
に
破
壊
的
な
打
撃
を
興
与
え
た
。
本

稿
の
目
的
は

こ
の
よ
う
な
内
外
の
情
勢
下
に
お
か
れ
た
中
園
の
江
南
デ

ル
タ
地
域
に
お
け
る
農
村
社
舎
の
諮
問
題
(
と
く
に
農
民
の
再
生
産
構

進
、
地
主
の
佃
農
支
配
と
佃
燥
の
反
地
主
悶
宇
〉
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

輿
え
ら
れ
た
紙
数
の
関
係
上
、

関
連
し
て
取
上
げ
る
べ
き
諸
問
題
が

十
分
に
位
置
づ
け
え
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

農
民
の
再
生
産
構
造

江
南
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
農
業
生
産
は
、
す
で
に
十
九
世
紀
末
葉
に
お
い
て
、
「
農
家
謂
ら
く
、
秋
成
は
大
熟
と
い
い
、
稲
及
び
木
棉
是
な

り
。
輩
豆
・

菜

・
姿
の
類
の
若
き
は
、
鎧
び
に
小
熟
と
い
い
、
或
い
は
春
熟
と
い
い
、
例
と
し
て
租
を
還
さ
ず
。
故
に
農
家
は
皆
小
熟
を
資
と

①
 

し
、
以
て
大
熟
を
種
す
と
い
う
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
田
畑
の
主
要
な
生
産
物
で
あ
る
秋
の
牧
獲
物
H
栢
米
と
綿
花
日
に
封
し
、
春
の
牧
獲

物
と
し
て
誼
豆
・
菜
種
・
褒
を
生
産
す
る
と
い
う
二
毛
作
を
行
っ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
春
牧
部
分
は
小
作
料
の
封
象
と
な
ら
ず
、
そ
の
牧

。。。。

入
を
も
っ
て
秋
の
牧
獲
物
で
あ
る
稲
や
綿
の
作
付
資
金
と
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。
春
牧
の
豆
・
褒
・
茶
の
う
ち
一
部
は
自
家
消
費
に
嘗
て
ら
れ

る
が
、
他
の
部
分
は
秋
牧
の
た
め
の
不
可
依
な
資
金
を
捻
り
出
す
た
め
に
、
必
然
的
に
販
買
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
綿
花
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
稲
米
す
ら
も
代
金
納
地
代
の
た
め
に
市
場
に
投
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
農
産
物
の
多
く
は
商
品
化
さ

ほ
ぼ
完
全
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
商
品
流
通
網
の
中
で
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
と
い
え
る
。

れ
、
農
業
に
お
け
る
再
生
産
は
、

な
お
、

日
常
的
な
農
業
の
再
生
産
は
、
「
奮
時
は
人
を
傭
い
て
耕
種
す
る
に
其
の
費
は
向
軽
し
。
今
は
傭
値
己
に
加
わ
り
、
食
物
は
騰
貴
し
、

一
畝
ご
と
に
己
に
お
よ
そ
二
食
二
千
銭
を
需
め
、

更
に
膏
難
二
千
銭
を
加
う
。

農
人
に
あ
り
て
は
、

自
種
あ
る
い
は
伴
工
に
し
て
、

牽
算
す



れ
ば
あ
る
い
は
少
減
す
ベ
し
。
盟
歳
な
る
も
富
田
に
し
て
近
来
畝
ご
と
に
二
石
有
零
に
過
ぎ
ず
、
則
ち
租
を
還
す
ほ
か
、
さ
ら
に
工
本
を
去
れ

@
 

ば
、
徐
す
所
は
幾
ば
く
も
な
く
、
買
に
日
用
を
支
す
る
に
足
り
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
農
民
に
お
レ
て
は
、
家
族
第
働
力
あ
る
い
は
農
民

同
士
の
務
働
力
交
換
、
共
同
作
業
に
依
存
し
て
レ
る
が
、
多
少
徐
裕
の
あ
る
農
民
、
あ
る
い
は
経
営
地
主
屠
は
傭
工
を
使
っ
て
農
作
業
を
行
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
傭
工
に
支
排
う
賃
金
は
高
騰
し
つ
つ
あ

っ
た
よ
う
で
、
光
緒
二
O
年

(
一
八
九
四
)
編
纂
の

〈
嘉
善
照
士山〉

①
 

に
も
、
太
卒
天
国
以
後
、
「
長
工
の
傭
銭
は
昔
時
に
倍
す
。
往
往
約
の
如
く
能
わ
ざ
れ
ば
、
因
り
て
荒
に
復
す
る
も
の
こ
れ
あ
り
」
と
記
さ
れ
、

年
期
務
働
力
が
高
賃
金
で
貰
買
さ
れ
る
と
と
も
に
、農
業
献
労
働
者
に
判
別
す
る
違
約
は
、
耕
作
地
の
荒
地
化
に
よ

っ
て
む
く
わ
れ
る
様
子
が
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
農
業
生
産
を
直
接
的
に
携
っ
て
い
る
傭
工
H
農
業
第
働
者
の
農
業
生
産
に
於
け
る
役
割
の
重
要
性
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ

ゆ
え
に
彼
ら
の
行
う
抵
抗
が
、
彼
ら
を
使
用
す
る
も
の
に
封
し
、

い
か
に
強
い
打
撃
を
興
え
う
る
も
の
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
と
レ
え
る
。

以
上
の
ご
と
く
、

農
業
に
お
け
る
再
生
産
の
寅
態
は
、
農
業
州
労
働
力
の
貰
買
を
含
む
生
産
を
行
う
に
必
要
な
諸
手
段
や
生
産
物
が
、
商
品
市

場
を
通
じ
て
入
手
あ
る
い
は
放
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
そ
の
再
生
産
の
主
要
な
捨
い
手
で
あ
る
農
民

は
、
呉
服
で
「
富
者
少
く
貧
者
多
し
、
租
回
す
る
者
十
の
八
九
、
自
業
す
る
者
は
十
の
一

二。

秩
牧
の
後
に
、
早
く
も
米
を
胞
り
て
租
を
還
し

@
 

並
び
に
回
を
種
す
る
借
本
を
蹄
還
す
る
を
経
ば
、
己
に
米
の
儲
識
す
る
な
し
。
な
お
須
ら
く
時
に
陪
い

e

て
購
食
す
べ
し
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
無

錫
で
も
「
好
商
と
不
仁
の
富
戸
は
す
な
わ
ち
、
其
の
困
し
み
を
利
用
し
て
重
利
を
以
て
種
符
及
び
耕
作
資
本
を
貸
し
、
暗
中
に
農
民
の
血
汗
利

⑤
 

盆
を
獲
取
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
前
借
り
に
依
存
し
、
高
利
貸
牧
奪
の
好
餌
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
情
況
は
、

農
業
生
産
の
一
環
で
あ
る
養
諸
業
に
お
レ
て
も
額
著
で
あ
る
。

一
八
七
八
年
に
始
ま
る
外
圏
資
本
の

一
八
八
八
年
に
始

ま
る
民
族
資
本
の
機
械
制
製
糸
業
の
設
展
は
、
特
に

一
八
九
五
年
以
降
加
速
的
に
増
大
し、

急
激
に
原
料
繭
の
需
要
を
増
大
さ
せ
、
農
民
も

一

時
期
に
多
忙
を
極
め
る
座
繰
製
糸
を
停
止
し
て
、

」
の
傾
向
は

特
に
新
興
の
養
盟
地
域
に
お
い
て

繭
販
買
に
輔
、ず
る
も
の
が
綴
出
し
た
。

著
し
く
、

そ
の

一
例
を
無
錫
豚
に
と

っ
て
み
る
と
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

523 

銀
一
錫
豚
の
養
誌
は
、
そ
の

一
偶
を
占
め
る
開
化
郷
に
始
ま
り
、

そ
の
時
期
は
清
初
に
朔
り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
瑳
展
は
緩
慢

- 89-
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で
、
清
中
期
に
レ
た
っ
て
も
郷
民
の
一
・
二
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
上
海
の
開
港
を
契
機
に
養
誌
を
行
う
農
家
が
培
え
る
'
と
と
も
に
座
繰

生
糸
が
海
外
に
販
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
海
に
機
械
制
製
糸
工
場
が
林
立
し
、
無
錫
に
も
繭
行
H
繭
商
人
が
準
出
し
て
く
る
と
従
前
の
称

行
H
生
糸
商
人
は
し
だ
い
に
減
少
し
て
い

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
養
輩
業
は
開
化
郷
か
ら
無
錫
全
牒
へ
、
さ
ら
に
は
常
州
府
全
鵠

@
 

へ
と
急
速
に
蹟
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

清
中
期
以
降
に
お
け
る
養
輩
業
の
護
展
は
、
海
外
市
場
へ
の
生
糸
販
買
を
契
機
と
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
江
街
地
匿
に
お
け
る
白
糸
の

生
産
と
輸
出
は
、
新
西
地
匿
を
中
心
に
伸
長
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
中
圏
内
部
に
機
械
制
製
糸
工
場
が
績
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ

が
需
要
す
る
原
料
繭
の
販
買
を
目
的
と
す
る
養
鑑
地
域
が
抜
大
し
た
、
こ
の
抜
大
は
、
他
方
に
奮
衆
の
座
繰
製
糸
の
一
部
を
停
止
し
つ
つ
準
行

し
た
の
で
あ
り
、
新
興
養
抵
地
域
に
お
け
る
農
民
の
販
賀
す
る
製
品
を
「
生
糸
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
大
き
な
貧
謹
的
過
ち
を
犯
す

も
の
と
い
え
が
農
村
擢
糸
業
に
お
け
る
繭
販
貰
の
増
加
に
劉
し
、
座
繰
製
糸
、
が
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
は
、

白
紙
の
出
口
俊
件
あ
り
。

「
前
清
が
各
園
と
遁
商
し

-90ー

て
よ
り
後
、

外
園
は
即
ち
総
廠
を
上
海
に
信
設
し

華
商
も
ま
た
躍
を
接
し
て
起
つ
。

光
緒
乙
未
(
一
八
九
五
年
)

に
商
民
が
蘇

・
杭
各
内
地
に
繭
行
総
廠
を
設
立
す
る
を
復
准
す
る
や
、
廠
絡
は
逢
に
出
口
の
大
宗
と
な
る
。
総
繭
雨
業
は
是
に
於
い
て
盛
ん
な

る
を
稿
九
」
、
あ
る
い
は
「
蘇
城
の
務
総
は
、
向
に
出
産
の
大
宗
た
り
。
近
年
以
来
、
各
虚
に
繭
行
が
林
立
し
、
育
輩
の
各
戸
が
み
な
喜
ん
で

@
 

鮮
繭
を
宮
る
は
、
其
の
利
厚
き
を
取
り
て
且
つ
人
工
を
省
却
し
う
る
に
因
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
八
九
五
年
以
来
、
上
海
以
外
の
内
地

に
も
繭
行
や
機
械
製
糸
工
場
の
設
立
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
購
買
者
と
す
る
繭
版
賓
が
念
速
に
増
大
し
、
短
期
間
に
多
忙
を
極
め
る
座
繰

製
糸
の
勢
を
は
ぶ
い
て
、
繭
段
階
で
も
結
構
利
金
が
得
ら
れ
る
か
ら
だ
と
レ
う
の
で
あ
る
。
繭
は
乾
繭
に
し
て
、
そ
の
ま
ま
海
外
に
も
輸
出
さ
れ

⑪
 

て
お
り
、
そ
の
販
質
量
の
増
大
は
、
民
園
に
入
る
と
さ
ら
に
は
な
は
だ
し
く
、
無
錫
で
は
「
繭
行
盛
ん
に
な
り
て
よ
り
、
総
業
漸
く
衰
う
」
と

@
 

い
、
わ
れ
、
座
繰
製
糸
の
盛
ん
で
あ

っ
た
嘉
輿
で
も
「
育
鑑
の
家
は
多
く
鮮
繭
を
う
り
、
縦
称
す
る
者
は
十
の
う
ち
僅
か
に
一
・
二
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
、
座
繰
製
糸
は
し
だ
い
に
後
退
し
、
機
械
製
糸
の
隆
盛
の
た
め
に
生
糸
債
格
は
高
騰
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
蘇
州

@
 

「
呉
豚
境
混
同
門
外
の
香
山

・
光一隅

・
西
幸
一
路
の
郷
称
は
籍
り
て
紗
椴
を
機
織
す
る
用
に
供
す
る
も
、
供
が
求
に
た
り
な
い
」
と
い
わ

で
は
、



れ
、
奮
来
の
絹
織
業
に
さ
し
っ
か
え
る
こ
と
が
嘆
か
れ
て
し
る
の
で
あ
る
。

江
蘇
・
新
江
・
安
徽
の
三
省
で
は
、
他
省
と
異
り
繭
取
引
の
商
人
H
繭
行
は
特
許
制
度
下
に
お
か
れ
て
お
り
、
機
械
制
製
糸
工
場
の
購
入
す
る

繭
あ
る
い
は
輸
出
向
の
繭
は
、
多
く
こ
の
繭
行
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
繭
行
組
織
及
行
動
ハ
事
モ
商
家
ノ
観
ナ
ク
二
見
官
街
ノ
如

⑬
 

キ
有
様
ナ
リ
」
と

い
わ
れ
る
繭
商
人
を
中
間
に
介
在
さ
せ
て
は
じ
め
て
、
機
械
制
製
糸
工
場
あ
る
い
は
外
園
市
場
と
養
譲
農
民
は
結
合
す
る
の

で
あ
り
、
座
繰
製
糸
工
程
を
は
ぶ

い
た
養
謡
曲
演
民
は
繭
商
人
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
内
外
の
機
械
製
糸
資
本
に
従
属
し
て
い
っ
た
。
そ
の
上
、
養
謹

⑬
 

経
営
を
行
う
農
民
は
、
嘉
興
で

t

「
貧
苦
の
農
民
は
そ
の
置
を
調
う
や
、
つ
ね
に
富
戸
及
び
商
家
に
借
貸
し
以
て
養
護
の
資
本
と
な
す
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
養
護
経
営
を
前
借
り
に
依
存
し
て
お
り
、
在
地
に
お
け
る
高
利
貸
牧
奪
の
網
の
自
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
養
輩
と
と
も
に
長
期
に
わ
た
っ

て
農
民
の
再
生
産
に
不
可
依
な
一
部
を
構
成
し
て
レ
た
綿
業
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
す

で
に
諸
先
準
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
洋
布

・
洋
糸
の
流
入
に
よ
り
家
内
手
工
業
と
し
て
の
紡
織
業
は
解
殻
過
程
に
あ
り
な
が
ら
、
一
方

- 91ー

で
は
原
料
綿
花
の
栽
培
が
増
大
す
る
と
い
う
植
民
地
型
の
貿
易
構
造
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
産
と
流
通
の
構
造
の
許
債

⑬
 

は
、
な
お
巌
密
な
貫
誼
を
ふ
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
レ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
小
山
正
明
氏
は
、
洋
糸
の
流
入
に
よ
る
新
興
農
村
手
織
業
の
設
展

と
奮
来
の
農
村
手
織
業
と
の
競
合
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
農
工
分
離
を
背
景
と
す
る
マ
ニ
占
フ
ア
ク
チ

」
ア
の
設
展
に
注
目
さ
れ
、
狭
間

⑪

⑫
 

直
樹
氏
は
農
民
が
綿
花
販
貰
と
綿
布

・
綿
糸
購
入
と
い
う
形
態
で
世
界
市
場
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
た
。
田
中
正
俊
氏
は
、
小
山

氏
と
同
様
に
洋
糸
購
入
に
よ
る
「
新
土
布
」
の
生
産
に
注
目
し
つ
つ
、
狭
間
氏
の
描
い
た
構
園
を
も
重
視
し
、
狭
間
氏
の
提
起
し
た
「
資
本
の

た
め
の
隷
農
」
(
H綿
花
版
資
者
に
後
退
せ
し
め
ら
れ
た
封
建
的
小
農
民
)
の
存
在
を
評
慣
す
る

一
方、

ま
た
買
緋
商
人

・
前
期
的
商
人
支
配
下
の
農

民
に
よ
る
家
内
手
織
業
の
存
在
を
強
調
さ
れ
て

レ
る。

綿
業
を
め
ぐ
る
農
民
の
存
在
形
態
の
多
様
性
と
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
工
場
制
毛
織
業

(
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ
ュ
ア
)
等
の

一
定
の
設
展
等
に
闘
し
、
研
究
業
績
も
し
だ
い
に
積
み
重
ね
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、

な
お
機
械
制
紡
績
業
を
含
む

全
館
像

(そ
の
中
に
お
け
る
個
々
の
生
産
工
程
に
闘
す
る
位
置
づ
け
)
は
、
十
分
果
さ
れ
て
レ
な
い
。
以
下
の
絞
述
も
、
嘗
面
、
江
蘇
省
南
部
地
域
に
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お
け
る
農
民
の
再
生
産
構
造
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
若
干
の
事
責
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
将
来
的
に
は
、
各
々
の
瑳
展
あ
る
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い
は
衰
退
過
程
を
段
階
的
に
お
さ
え
、
各
々
の
位
置
づ
け
評
慣
に
連
関
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

明
末
清
初
に
お
い
て
綿
紡
織
業
の
中
心
地
域
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
松
江
府
の
楓
淫
銀
に
お
い
て
は
、
光
緒
十
七
年
(
一
八
九
一
)
嘗

ひ

ろ

⑬

時
、
な
お
「
布
は
木
棉
を
以
て
こ
れ
を
つ
く
る
。
閥
き
は
大
布
と
い
い
、
狭
き
は
小
布
と
い
う
。
農
婦
藷
り
て
以
て
業
と
な
す
」
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、
宣
統
三
年
(
一
九
二
)
に
な
る
と
「
布
は
木
綿
を
以
て
こ
れ
を
つ
く
る
。
閥
き
は
大
布
と
い
い
、
狭
き
は
小
布
と
い
う
。
藍
白
紗

⑬
 

を
以
て
相
閉
じ
え
て
織
成
す
る
は
柳
篠
布
と
レ
う
。
名
目
甚
だ
多
し
」
と
い
わ
れ
、
大
布
・
小
布
以
外
に
柳
僚
布
の
生
産
が
行
わ
れ
て
レ
る
様

子
を
俸
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
に
限
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
綿
布
生
産
の
衰
退
は
う
か
が
え
な
い
し
、
む
し
ろ
大
布
・
小
布
以
外
に
柳
候
布

の
生
産
ま
で
も
開
始
さ
れ
、
そ
の
隆
盛
ぶ
り
を
誇
る
か
に
み
え
る
。
後
者
の
文
中
か
ら
は
生
産
主
鐙
で
あ
る
「
農
婦
」
の
文
字
が
消
え
て
し
る

そ
れ
は

大
布
・
小
布
・
柳
傑
布
と
い

i;，、

「
由
民
婦
」
が
生
産
を
し
な
く
な

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
文
章
の
趣
旨
が
、

っ
た
綿
布
の
種
類
増
加
を
語
る
こ
と
に
あ
り
、
表
現
上
の
ス

タ
イ
ル
を
整
え
る
た
め
に
意
圃
的
に
削
除
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
量
的

一
九
一
一
年
段
階
に
お
け
る
農
民
の
手
織
綿
布
生
産
は
相
襲
ら
ず
維
持
し
つ
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

- 92ー

な
側
面
は
と
も
か
く
と
し
て
、

る
。
楓
浬
鋲
は
松
江
鯨
の
西
南
方
に
位
置
し
、
新
江
省
の
嘉
善
照
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
松
江
蘇
で
も
上
海
に
近

い
北
部
地
域
は
「
土
布
は
向
に
豚
境
北
郷
に
産
し
、
堅
鰍
耐
久
な
り
、
昔
時
は
行
錯
す
る
こ
と
頗
る
遺
し
、
洋
布
盛
行
よ
り
土
布
日
ご
と
に
漸

@
 

く
衰
落
し
、
今
は
幾
ど
す
で
に
跡
を
絶
つ
」
と
い
わ
れ
、

一
九
一

0
年
代
末
ご
ろ
に
は
、
す
で
に
潰
滅
朕
態
に
近
い
様
子
が
語
ら
れ
て
レ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
よ
く
取
上
げ
ら
れ
る
土
布
衰
退
に
闘
す
る
資
料
も
概
し
て
上
海
を
中
心
と
す
る
沿
江
・
沿
岸
地
域
の
も
の
が
多
く
、
こ
の

指
摘
の
語
る
と
こ
ろ
も
ま
た
事
買
と
考
え
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
地
域
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
常
熟
牒
で
は
、

ヲ
捨
テ
テ
工
銭
ヲ
議
ス
ル
ニ
至
リ
、
且
自
ラ
棉
花
若
ク
ハ
紡
績
糸
ヲ
購
買
シ
テ
綿
布
ヲ
織
成
シ
、
之
ヲ
市
-
一
一
驚
ギ
、
其
利
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
。

是
ヲ
以
テ
東
西
南
三
門
ノ
外
-
一
ハ
毎
日
市
場
ヲ
開
設
シ
盛
ニ
取
引
ヲ
掲
シ
、
其
東
門
外
近
郷
ニ
産
ス
ル
モ
ノ
ヲ
東
熟
ト
謂
ヒ
、
江
北
一
帯
ノ
地

ヲ
販
路
ト
ナ
ス
。
又
西
門
外
ノ
近
郷
田
一
産
ス
ル
モ
ノ
ヲ
西
熟
ト
稀
シ
、
一
幅
建
省
等
一
一
一
輸
出
シ
、
其
南
門
外
-
一
産
ス
ル
モ
ノ
ハ
則
チ
蘇
州
及
本
地

一
九

O
一
年
の
調
査
に
、

「
娩
近
風
気
漸
ク
開
ヶ
、
寧
ロ
貨
物
ノ
交
易



ノ
錯
費
ス
ル
所
ト
ナ
ル
。

目
今
、
同
地
ノ
市
場

ニ
現
ハ
レ
ル
モ
ノ
日
々
八
千
反
内
外

ニ
シ
テ
、
之
ヲ
一
年
算
ス
レ
パ
大
約
三
百
寓
反
ト
ス
。
其

@
 

内
百
寓
反
位
ハ
本
地
人
民
ノ
需
要
ニ
供
シ
、
他
ハ
山
東

・
安
徽
又
ハ
一
噛
建
地
方

ニ
輸
出
ス
ト
云
フ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
上
海
・
蘇
州

・
無

錫
等
で
生
産
さ
れ
る
機
械
紡
績
糸
も
利
用
し
つ
つ
、
農
民
に
よ
る
綿
布
生
産
が
行
わ
れ
、
そ
の
製
品
は
遠
く
山
東

・
安
徽

・
一
幅
建
地
方
に
も
販
路

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
同
様
な
情
況
は
、
民
園
九
年
の
農
商
公
報
に
載
せ
ら
れ
た
「
常
熟
鯨
質
業
調
査
報
告
書
」
に
も
、

「
廠
布

の
外
、

更
に

一
種
の
土
布
あ
り

毎
疋
閥
九
寸
長

一
丈
六
尺
の
も
の
は
名
づ
け
て
小
布
と
い
い
、

加
閥
す
る
も
の
は
放
尖
と
い
う
。

此
の
布

つ
ね
に
産
額
は
お
よ
そ
一
千
寓

』主

こ
れ
を
東
境

〔
醤
昭
文
勝
〕

の
梅
李
〔
梅
里
?
〕

・
支
塘

・
東
張

・
董

・
沈
等
の
市
郷
に
出
ず
る
に
係
り
、

匹
に
し
て
、
小
布
は
お
よ
そ
十
の
七
に
居
り
、
放
尖
は
お
よ
そ
十
の
三
に
居
る
。
准

・
揚

・
徐

・
海
の
各
層
並
び
に
新
江
蘭
籍
等
の
慮
に
行
錯

@
 

す
」
と
レ
わ
れ
、
江
蘇
省
の
江
北
地
域
や
漸
江
省
を
も
市
場
と
し
つ
つ
根
強
く
土
布
生
産
が
維
持
さ
れ
て
い
る
様
子
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、

そ
の
土
布
生
産
は

一
方
に
「
常
熟
の
織
布
廠
あ
る
レ
は
、
買
に
前
清
の
光
緒
二
十
九
年
に
始
ま
り
、
そ
の
後
逐
漸
増
多
し
て
一
一一
十
一

家
に
至

る

ま
ま
分
廠
を
設
立
す
る
も
の
あ
り
、

廠
の
大
な
る
も
の
は
織
機
二
百
数
十
部
を
有
し

三
十

一
家
の
鍛

- 93ー

機

・
提
花
機

・
卒
布
機
を
合
計
す
れ
ば
、

少
き
も
ま
た
八
九
十
部
な
り
。

ま
さ
に
三
千
部
左
右
に
在
る
。
:
:
:
年
産
の
数
は
お
よ
そ
四
十
蔦
疋
あ
り
て
債
値
は
銀

一
百
八
十
高

@
 

元
な
り。

鮪
路
は
本
省
を
除
く
の
外
、
更
に
遠
く
漸
江

・
四
川

・
湖
北

・
恰
爾
漬
等
の
庭
に
至
る
」
と
い
わ
れ
る
織
布
工
場
の
設
展
と
競
合
し

つ
つ
行
わ
れ
て
し
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
上
、

そ
の
生
産
量
は
工
場
生
産
の
四
十
寓
匹
に
比
し

一
千
高
匹
の
生
産
量
を
誇

っ
て
レ
る
の
で
あ
る
。
農
家
家
内
副
業
と
し
て
の
綿
紡
織
業
が

一
般
的
傾
向
と
し
て
衰
退
過
程
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
買
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
地
域
的
差
違
に
は
(
江
南
デ
ル
タ
地
域
内
部
に
お
い
て
す
ら
)
額
著
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
特
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
主

・
官
憲
に
よ
る
農
民
支
配
の
構
造
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太
卒
天
国
以
後
、

蘇
州
府
に
お
け
る
地
主
の
小
作
料
牧
奪
は
、
代
金
納
地
代
の
形
態
で
行
わ
れ
、
そ
れ
が
牧
奪
強
化
の
役
割
を
擢

っ
て
い
た

@
 

こ
と
は
す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
蘇
州
府
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
松
江
府
等
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
代
金



528 

納
地
代
、が
蹴
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
原
因
は
、
す
で
に
前
節
で
述
べ
た
、
よ
う
に
、
綿
業
と
輩
糸
業
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
穀
物
を
中
心
と
す
る
農

業
の
再
生
産
そ
の
も
の
が
、
流
通
市
場
と
不
可
依
に
結
合
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
金
納
地
代
を
巧
み
に
利
用

し
て
行
わ
れ
る
地
主
の
牧
奪
強
化
も
、
激
化
す
る
農
民
闘
争
に
は
ば
ま
れ
て
お
の
ず
か
ら
そ
の
限
界
を
明
ら
か

に
し
た
。
租
桟
主
を
中
心
に
形

成
さ
れ
た
蘇
州
府
の
地
主
連
合
H
回
業
舎
は
、
禽
結
成
の
主
旨
に
地
代
の
貨
幣
換
算
額
の
公
卒
を
う
た
い
、
地
主
聞
に
お
け
る
協
定
を
行
わ
ざ

る
を
得
ず
、
松
江
府
で
も
七
千
畝
以
上
所
有
す
る
善
堂
(
全
節
堂

・
育
嬰
堂
)
を
中
心
に
小
作
料
率
と
そ
の
貨
幣
換
算
額
を
協
定
せ
ざ
る
を
得
な

@
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
協
定
自
瞳
の
存
在
こ
そ
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
農
民
に
針
す
る
個
別
地
主
の
草
猫
支
配
が
困
難
に
陥
入
り
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
蘇
州
府
で
は
、
清
末
以
来
、
官
憲
と
提
携
し
た
押
佃
公
所
や
追
租
局
が
設
け
ら
れ
、

松
江
府
で
も
、
光
緒
二
六
年
(
一
九
O

O
)
に
は
、

「
亭
林
鎖
は
華
亭
鯨
治
の
所
轄
に
し
て
、
向
に
分
司
あ
り
、
該
司
郭
少
矛
は
菰
任
後
、

@
 

を
管
押
し
並
び
に
回
土
銭
債
等
の
事
に
便
と
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
佃
戸
に
謝
す
る
懲
罰
機
関
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
園
期
に
入

こ
の
傾
向
は
よ
り
頼
著
で
あ
り
、

署
秀
に
刑
・
伽
雨
房
を
設
立
し
以
て
佃
戸

- 94-

る

と

、

松

江

府

に

お

け

る

催

租

局

の

設

置

を

語

る

資

料

は

頻

出

ず

@
 

る
。
こ
の
よ
う
な
地
主

・
官
憲
一
種
の
小
作
料
追
徴
機
構
の
存
在
理
由
は
、
す
で
に
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
園
家
財
政
を
支
え
る
税
糧
に

ま
で
も
大
き
な
影
響
を
興
え
る
よ
う
に
な
っ
た
小
作
争
議
の
頻
設
に
あ
り
、
地
主

・
佃
農
聞
の
矛
盾
・
針
立
が
よ
り
一
層
深
刻
化
し
は
じ
め
た

蘇
州
府

・
嘉
興
府
に
お
け
る
迫
租
局
、

か
ら
で
あ
る
。

@
 

地
主
に
よ
る
恒
常
的
な
小
作
料
徴
牧
は
、
蘇
州
で
は
、
地
主
の
小
作
料
徴
牧
機
構
で
あ
る
租
桟
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
小
作
料
の

納
入
は
、
佃
農
が
、
地
主
ち
の
定
め
た
小
作
料
率
と
そ
の
貨
幣
換
算
額
に
従
っ
て
、
牧
穫
物
を
市
場
に
投
じ
て
換
金
し
、
そ
れ
を
地
主
H
租
桟

に
届
け
る
習
慣
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佃
農
の
中
に
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
従
順
で
な
く
、
租
桟
か
ら
涯
遣
さ
れ
る
催
甲
が
配
布
す
る
租
由

草
H
小
作
料
率
と
貨
幣
換
算
額
を
表
記
す
る
小
作
料
納
入
通
知
H
の
受
取
り
を
拒
否
し
、
あ
る
い
は
受
け
と
っ
て
も
納
入
に
出
向
か
な
レ
も
の

も
い
た
。
彼
ら
は
地
主
か
ら
頑
佃
と
呼
稽
さ
れ
忌
み
嫌
わ
れ
た
が
、
農
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
彼
ら
の
抵
抗
力
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ



り
、
地
主

・
佃
農
聞
の
針
立
激
化
を
表
示
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
主
に
代

っ
て
直
接
小
作
料
納
入
を
督
促
す
る
と

と
も
に
、
徴
牧
の
責
任
を
も
請
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
催
甲
で
あ
り
、
彼
ら
は
在
地
に
お
け
る
地
主
の
勢
力
を
背
景
に
、

し
ば
し
ば
強
引
な
加

徴
を
行
い
、
佃
農
の
直
接
的
惜
悪
を
一
身
に
集
め
て
レ
た
。

と
こ
ろ
で
、
首
時
の
農
村
社
舎
に
は
、
佃
農
以
外
に
農
地
経
営
の
主
瞳
で
は
な
い
傭
工
、
あ
る
い
は
農
業
そ
れ
自
飽
か
ら
も
放
逐
さ
れ
た
多

数
の
遊
民
層
が
お
り
、
運
び
屋
・
行
商
人
等
々
の
諸
形
態
で
そ
の
日
暮
し
を
迭
る
も
の
も
少
く
な
か

っ
た
。
清
朝
期
に
お
け
る
農
村
秩
序
維
持

の
政
策
と
し
て
、
農
民
の
連
帯
責
任
を
問
う
保
甲
制
が
施
行
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
土
着
性
に
乏
し
い
諸
階
層
の
析
出
と
佃
農
自
身
の
抵
抗

闘
争
激
化
に
よ
り
、
保
甲
制
の
貫
質
的
機
能
は
空
文
に
も
等
し
く
な

っ
て
い
た
。
太
卒
天
国
期
以
後
整
備
さ
れ
て
き
た
村
落
自
治
を
名
目
と
す

る
郷
董
制
は
、
そ
の
寅
質
に
お
い
て
「
官
督
紳
燐
」
で
あ
り
、

ま
た
、
在
地
地
主
唐
を
中
心
と
す
る
地
主
支
配
健
制
の
護
持
の
た
め
、
地
主
層

を
指
導
者
と
し
て
形
成
さ
れ
る
園
練
リ
地
主
の
私
的
武
装
園
鎧
と
し
て
機
能
H
の
力
を
背
景
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
空
文
に
等
し
い
と

一
方
で
保
甲
制
の
補
強
・
整
備
を
は
か
り
つ
つ
園
練
の
組
織
を
行

っ
た
の
が
郷
董

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
郷
董
は
農
村
に
お
レ
て
聾
墓
を
も
ち
模
範
的
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
質
際
に
こ
れ
を

95ー

ば
い
え
、
保
甲
制
そ
れ
自
慢
が
康
止
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、

捨
嘗
し
た
者
は
、
官
憲
の
お
先
俸
を
か
つ
ぐ
と
と
も
に
、
私
欲
に
走

っ
て
地
主
層
の
農
民
牧
奪
を
代
詳
し
た
。
佃
農
の
抗
租
闘
争
あ
る
い
は
米

騒
動
が
お
こ
る
た
び
に
、
常
に
彼
ら
が
直
接
の
攻
撃
劉
象
に
選
ば
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
辛
亥
革
命
期
の
民
立

報
へ
の
投
稿
に
、
「
催
甲
は
地
主
の
勢
焔
を
挟
み
て
多
端
凌
虐
し
、
医
・
園
董
は
地
主
の
化
身
で
あ
り
多
方
逼
勅
す
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
の
は
、

@
 

客
硯
的
事
買
を
正
確
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。

@
 

地

主

に

よ

る

大

土

地

所

有

の

一

形

態

と

し

て

、

義

荘

(

義

国

)

で

あ

る

。

同

族

内

構

成

員

の

救

済

を

直

接
的
目
的
と
す
る
同
族
エ

，コ
イ
ズ
ム
と
も
み
ら
れ
る
こ
の
大
土
地
所
有
も
、
そ
の
本
質
が
、
封
建
的
宗
族
結
合
を
通
じ
て
階
級
封
立
の
陰
蔽
を

さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は

は
か
り
う
る
限
り
に
お
い
て
官
憲
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る
。
義
荘
は
同
族
内
に
お
け
る
初
級
司
法
権
と
不
作
時
に
お
け
る
克
税
権
を
輿
え
ら

529 

れ
て
レ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
権
の
存
在
こ
そ
が
義
荘
の
盛
行
を
支
え
る
祉
禽
的
基
盤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
専
制
権
力
も
こ
れ
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に
そ
れ
な
り
の
利
用
慣
値
を
認
め
て
い
た
こ
と
の
誼
左
と
な
ろ
う
。
専
制
権
力
と
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
闘
係
に
あ
っ
た
義
荘
は
、
ま
た
事
賞
上

「
租
桟
」
と
同
質
の
機
能
を
果
し
、
同
族
内
地
主
の
小
作
料
徴
牧
を
請
負
っ
て
い
た
事
貫
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
族
内
に
お
け
る
均
産
分
割

@
 

を
避
け
つ
つ
大
土
地
所
有
を
維
持
・
機
大
す
る
様
子
は
、
無
錫
豚
の
須
氏
義
荘
に
お
い
て
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
設
立
さ
れ
た
道
光
期
に
は

一
千
畝
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
辛
亥
革
命
期
に
は
六
J
七
千
畝
を
有
し
た
と
レ
わ
れ
、
一
九
一
一
年
の
小
作
料
徴
牧
率
の
決
定
に
お
い
て

は
、
他
の
地
主
た
ち
が
須
氏
義
荘
の
決
定
に
な
ら
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
地
主
層
一
般
に
劃
す
る
影
響
力
は
絶
大
な
る
も
の
が
あ

?
た
と
考

え
ら
れ
る
。

義
荘
設
立
の
目
的
に
ど
の
よ
う
な
美
鮮
麗
句
を
並
べ
よ
う
と
、
そ
の
運
営
は
あ
く
ま
で
も
封
建
的
小
作
料
牧
奪
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、

義
荘
そ
の
も
の
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
限
り
、
そ
の
小
作
料
牧
奪
は
一
般
地
主
と
何
ら
妥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
佃
農
は

義
荘
所
有
地
で
あ
る
が
ゆ
え
の
恩
恵
は
何
一
つ
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
義
荘
の
小
作
料
徴
牧
に
謝
し
て
も
、
佃
農
の

抵
抗
は
、
一
般
地
主
と
同
様
に
織
烈
に
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
蘇
州
府
で
は
、
光
緒
十
五
年
に
「
域
内
王
洗
馬
巷
の
陶
義
荘
の
帳
船
、
横

塘
に
至
り
て
催
租
す
る
や
、
郷
民
意
を
態
い
ま
ま
に
妄
り
に
勤
し
て
船
上
人
を
登
山
岸
せ
し
め
、

- 96-

一
撃
陥
喝
し
て
拳
脚
交
ご
も
加
う
を
篤
す
。
牧

6
 

租
吏
は
蛇
龍
の
勢
を
失
い
、
鱒
蹄
の
凶
に
遭
う
、
幾
ん
ど
燈
管
の
車
に
首
る
が
如
く
、
其
の
苦
に
堪
え
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
抗
租
闘
争
が

展
開
さ
れ
、
辛
亥
革
命
期
に
設
生
し
た
千
人
舎
の
抗
租
闘
争
で
も
、
そ
の
直
接
的
原
因
は
、
常
熟
に
土
地
を
有
す
る
無
錫
鯨
の
須
氏
義
荘
が
、

不
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
定
額
の
九
割
と
い
う
小
作
料
率
を
決
定
し
他
の
地
主
た
ち
が
こ
れ
に
な
ら
っ
た
こ
と
に
あ
り
。

@
 

は
、
都
知
錫
の
須
氏
義
妊
と
江
陰
の
章
氏
義
荘
が
農
民
た
ち
に
焼
き
梯
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
千
人
合
同
起
義
で

「
本
よ
り
各
桟
の
少
数
彩
友
及
び
一
般
田
販
蝿
蟻
の
組
織
す
る
所
に
係
る
。
其
の
宗
旨
は
佃

@
 

農
を
重
征
し
田
租
を
多
牧
す
る
に
在
り
、
事
も
祉
曾
性
質
な
し
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
民
園
元
年
の
田
業
曾
舎
長
陶
治
元
は
、
乾
隆
十
一
年
段

蘇
州
府
に
お
け
る
地
主
連
合
た
る
回
業
曾
は
、

階
に
一
一
五

O
畝
を
所
有
し
た
陶
氏
義
荘
の
荘
副
で
あ
り
、
副
食
長
の
徐
芽
は
、
道
光
十
年
に
一
九
一
一
一
畝
を
も
.
っ
て
建
立
さ
れ
た
徐
氏
義
荘
の

@
 

一
一族で
、
彼
自
身
も
光
緒
二
九
年
に
四
九
四
畝
を
こ
れ
に
増
置
し
て
レ
る
。
辛
亥
革
命
期
、
彼
ら
因
業
曾
の
地
主
た
ち
は
、
小
作
料
徴
牧
に
強
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欲
な
執
着
ぶ
り
を
示
し
て
「
地
皮
虫
」
と
蔑
稀
さ
れ
た
が
、

田
業
舎
の
中
心
人
物
こ
そ
、
こ
の
義
荘
経
営
者
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一

0
年
代
後
期
の
農
民
運
動

@
 

一
九
一

0
年
代
の
江
南
農
村
に
お
け
る
階
級
構
造
は
、
「
吾
等
農
民
の
耕
種
せ
る
田
畝
、
大
半
は
租
賃
し
て
来
る
」
と
か
、

@
 

少
く
貧
者
多
し
。
租
田
ず
る
者
十
の
八
九
に
し
て
自
耕
す
る
者
は
十
の
一
一
一
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
主
と
佃
農
と
の
階
級
針
立
を
軸
に
形

「
農
民
は
富
者

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
農
民
運
動
の
う
ち
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
小
作
争
議
で
あ
り
、

ま
た
特
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

も
の
で
あ
る
。

一
九
一

0
年
代
前
半
、
特
に
一
九
一
一
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
の
小
作
争
議
は
、
辛
亥
革
命
と
レ
う
政
治
的
箆
革
期
に
も
あ

た
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
も
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

一
三
年
の
第
二
革
命
の
挫
折
H
裳
世
凱
に
よ
る
濁
裁
政
擢
の
樹

立
以
後
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
緒
に
す
り
つ
い
て
レ
な
レ
と
い
え
る
。

に
見
え
る
。

確
か
に
、
第
二
革
命
以
後
の
江
南
の
農
民
運
動
は
、
北
洋
軍
閥
に
よ
る
政
治
的
征
覇
と
地
主
反
動
の
強
化
に
よ
り
一
見
か
げ
を
ひ
そ
め
た
か

佃
曲
演
の
抵
抗
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し

そ
の
沈
黙
は
、

例
え
ば
、
松
江
腕
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(
清
代
の
華
亭
・
婁
雨
豚
)
に
お
い
て
は
、

「
本
城
各
善
堂
以
て
回
畝
を
鏡
有
す
る
紳
富
人
家
に
及
ぶ
の
佃
戸
、
倉

@
 

に
到
り
て
租
を
徽
め
る
者
甚
だ
参
謬
に
麗
し
、
均
し
く
な
お
未
だ
起
色
を
見
ず
c

其
の
他
百
数
十
畝
の
小
倉
は
閉
ま
亦
た
知
る
べ
き
な
り
」
と

レ
わ
れ
る
よ
う
な
根
強
い
小
作
料
不
梯
い
闘
争
が
不
断
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
松
江
に
は
催
租
局
、
蘇
州
・
嘉
輿
に

は
迫
租
局
と
稽
さ
れ
る
官
設
の
小
作
料
徴
牧
機
関
(
佃
幾
に
針
す
る
懲
罰
も
行
う
)
が
連
年
の
ご
と
く
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
常
化
し
た
頑

佃
抗
租
、
こ
れ
に
針
す
る
官
憲
を
利
用
し
た
地
主
の
抑
堅
と
い
う
緊
張
し
た
階
級
閥
係
の
存
在
は
、
実
世
凱
死
後
の
南
北
針
時
と
い
う
政
治
情

つ
い
に
民
圏
六
年
(
一
九
一
七
)
、
蘇
州
・
松
江
・

嘉
興
三
地
方
に
お
い
て
大
規
模
な
農
民
闘
争
を
激
護
す
る
に
至

っ
た。

民
園
四
年
ハ
一
九
一
五
)
に
、

況
の
中
で
、

こ
れ
ら
三
地
方
は
、
民
園
六
年
、
虫
害
に
見
舞
わ
れ
て
稲
作
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

い
ず
れ
の
地
方
も
そ
の
被
害
を
理
由
に
、
減
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租
の
要
求
を
地
主
と
官
憲
に
申
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
は
遅
く
、
行
わ
れ
て
も
で
た
ら
め
で
あ

っ
た
た
め
、
減
租
の
決
定
も
行
わ
れ



呉
服
〈
消
代
の
突
・
元
和
・
長
洲
三
鯨
)
で
は
、

つ
い
に
各
地
で
農
民
闘
争
が
燃
え
さ
か
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑪
 

知
事
が
本
年
の
牧
穫
は
八
割
程
度
で
あ
る
と
し
て
、
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ぬ
ま
ま
小
作
料
徴
牧
が
開
始
さ
れ
、

佃
農
の
減
租
要
求
に
耳
を
傾
け
な
か
っ

4
-

た
た
め
、
地
主
連
合
た
る
回
業
舎
も
佃
農
の
減
租
要
求
を
無
視
し
、
地
主
た
ち
は
小
作
料
の
徴
牧
を
開
始
し
た
。
こ
れ
に
最
初
に
反
渡
し
た
の

3
 

は
太
卒
橋
の
郷
民
で
、
少
数
な
が
ら
「
衷
心
酒
」
を
飲
み
か
わ
し
、
催
甲
の
持
参
す
る
租
由
皐

(U
小
作
料
納
入
通
知
書
)
を
拒
否
し
た
。

こ
れ

が
事
件
の
設
端
と
な
り
、
さ
ら
に
近
隣
の
泊
浬
郷
に
康
ま
る
と
抗
租
風
潮
は
つ
い
に
本
格
化
す
る
に
至
っ
た
。
湘
迎
郷
に
お
け
る
抗
租
闘
争
の

リ
ー
ダ
ー
は
呉
徳
甫

・
呉
連
甫
兄
弟
と
い
わ
れ
、
か
つ
て
蘇
州
城
内
に
豆
腐
庖
を
開
設
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
弟
の
呉
連
甫
は
豆
腐
小

a
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弟
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
ま
た
「
田
地
闘
係
な
し
」
と
か
、
「
向
に
潜
家
村
に
住
み
、
並
び
に
種
田
せ
ず
、
専
ら
褒
暗
蔽
詐
を
以
っ
て

事

事
と
な
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
直
接
農
業
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
や
く
ざ
的
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、

@

@
 

彼
ら
は
「
呉
徳
甫
は
素
よ
り
郷
中
の
一
覇
た
り
」
と
か
、
「
郷
民
こ
れ
を
畏
れ
ざ
る
な
し
」
と
レ
わ
れ
る
ほ
ど
の
勢
威
を
も
っ
て
農
民
に
の
ぞ

@
 

み
、
農
民
た
ち
か
ら
は
「
小
都
督
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
湘
浬
郷
に
お
い
て
抗
租
闘
争
が
本
格
化
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
各
地
に
波
及
せ

し
め
る
指
導
的
役
割
を
捲

っ
た
の
が
こ
れ
ら
呉
兄
弟
で
あ
り
、
「
呉
徳
甫
は
素
よ
り
郷
中
の
一
覇
た
り
、
此
の
た
び
の
問
事
は
、
質
に
彼
が
首

と
な
り
て
護
起
す
る
に
由
る
。
菅
を
振
り
て
一
叫
せ
ば
、
四
郷
敢
え
て
陸
ぜ
ざ
る
な
し
、
且
つ
衆
郷
民
を
勃
令
し
て
回
一
一
畝
ご
と
に
銭
十
文
を

⑫
 

摘
せ
し
め
、
以
て
問
事
の
経
費
と
な
す
」
と
い
わ
れ
る
組
織
固
め
を
行
い
つ
つ
、
強
力
な
指
導
力
を
護
揮
し
た
の
で
あ
る
。
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油
連
に
お
け
る
抗
租
闘
争
は
、
小
作
料
通
知
書
配
布
拒
否
に
端
を
瑳
し
、
農
民
は
、
催
甲
を
ふ
く
ろ
だ
た
き
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
通
知

常一聞
を
ゃ
ぶ
り
す
て
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
抗
租
闘
争
に
立
ち
上
っ
た
も
の
は
、
合
計
二
十
聞
、
千
除
人
に
及
ん
だ
。
そ
の
う
え
、
闘
争
手
段
の

一
形
態
と
し
て
地
保
ら
に
た
の
ん
で
官
憲
に
凶
作
を
認
め
さ
せ
る
計
劃
を
も
た
て
た
が
、
逆
に
鯨
知
事
に
あ
ざ
む
か
れ
て
地
保
ら
は
逮
捕

・
監

@
 

禁
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
、
か
え
っ
て
農
民
た
ち
の
怒
り
に
油
を
注
ぐ
結
果
と
な
り
、
農
民
の
闘
争
は
洋
澄
・
車
坊
・
斜

塘
・
唯
亭
・
号
ノ山
・
舟
直
へ
と
波
及
し
、
湘
浬
を
含
む
七
郷
の
農
民
が
連
合
し
て
同
時
に
決
起
す
る
と
レ
う
情
況
へ
と
設
展
し
た
。
そ
し
て
七

「
各
慮
の
催
子
四
十
除
家
を
、
先
ず
行
う
に
野
笹
手
段
を
以
て
封
付
し
、
次
に
勢
に
伏
り
人
を
欺
く
園
董
に
及
ば
ん
」
と
決
議

郷
の
農
民
は
、



し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
議
の
野
蜜
手
段
と
は
、
目
穴盟
的
に
は
家
を
焼
き
梯
う
と
い
う
行
震
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
農

民
た
ち
は
、
そ
の
火
が
罪
の
な
い
隣
家
に
類
焼
し
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
催
甲
の
家
の
周
園
を
打
ち
こ
わ
し
た
の
ち
に
放
火
し
た
と
い
う
。

そ
の
行
筋
は
、
攻
撃
の
鋒
先
を
日
頃
の
憎
悪
劉
象
で
あ
る
催
甲
と
園
董
に
の
み
集
中
さ
せ
よ
う
と
す
る
極
め
て
計
劃
的
な
も
の
で
、
焼
き
打
ち

に
際
し
て
は
、
催
甲
の
家
人
に
「
一
紙
一
館
」
も
携
帯
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
嘗
該
地
匿
の
催
甲
四
十
蝕
軒
の
う
ち
、
焼

き
打
ち
を
ま
ぬ
が
れ
た
の
は
僅
か
に
四
軒
の
み
に
と
ど
ま
り
、
郷
董
で
は
斜
塘
の
張
伯
金
、
唯
亭
の
張
子
恭
ら
の
家
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
勢
の

⑪
 

赴
く
と
こ
ろ
「
二
八
市
郷
に
普
及
せ
ば
、
全
蘇
に
安
静
の
土
な
し
」
と
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
七
郷
の
農
民
闘
争
に
射
し
、
各
地
の
警
察
は
「
貫
力
抗
し
難
し
・
」
と
し
て
全
く
手
が
出
せ
ず
、

た
だ
そ
の
情
況
を
報
告
す
る
に
と
ど
ま

@
 

回
業
命
同
や
農
禽
に
結
集
し
、
七
割
の
小
作
料
率
を
決
定
し
た
が
、

農
民
た
ち
は
な
お
こ
れ
に
満
足
し
な
か

っ
た
。

田
業
舎
の
決
定
を
う
け
て
、
農
民
た
ち
に
「
蓄
元
和
全
境
及
び
長
元
此
連
の
下
十
七

・
東
十
八

・
西
十
八

・
中
十
八
・
北
十
九

@
 

一
律
に
米
三
斗
を
譲
り
七
成
を
貫
牧
し、

其
の
齢
の
長
境
各
都
匿
は

一
律
に
米
二
斗
五
升
を
一
議
り
七
五
成
を
貧
牧
す
」
の
議

- 99ー

っ
た
た
め
、
地
主
た
ち
は
、

呉
将
知
事
は
、

佐官サの
都
五
匡
は

告
を
行
う
一
方
、
軍
隊
を
汲
遺
し
て
湖
国

・
唯
亭
等
に
赴
か
せ
、
抗
租
農
民
の
主
だ
っ

た
も
の
を
逮
え
て
極
刑
に
蕗
し
、
他
の
も
の
の
戒
め
と

し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
か
え
っ
て
裏
目
に
出、

農
民
た
ち
は
さ
ら
に
催
甲
の
家
を
襲
う
と
と
も
に
、

@
 

そ
の
勢
い
は

一
時
「
牧
拾
に
堪
え
ず
」
と
稽
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ

た
。
し
か

「
各
業
主
、
三
年
荒
田
克

租
の
議
を
允
許
せ
ざ
れ
ば
決
し
て
、
退
一
一
部
せ
ず
」
と
宣
言
し、

し
、
さ
し
も
の
大
抗
租
闘
争
も、

軍
隊
と
警
察
に
よ
る
徹
底
し
た
弾
匪
と
首
謀
者
臭
徳
甫
ら
の
逮
捕
に
よ
り
し
だ
い
に
下
火
と
な

っ
た
が
、
な

す
す

⑧

お
「
各
佃
戸
の
桟
に
上
り
て
完
租
す
る
者
、
依
然
観
望
し
て
前
ま
ず
」
と
レ
わ
れ
、
ま
た
「
郷
民
の
問
租
風
潮
は
業
経
に
解
決
し
、
良
佃
は
倶

す
で

前
日
程
に
回
業
禽
は
、
牒
明
者
に

に
己
に
数
に
照
し

て

還

租

す

。

「

弓
頑
郷
民
は
往
往
意
は
観
墓
に
存
し
、

@
 

具
呈
し、

佐
ほ
醤
章
に
照
し
て
局
を
設
け
て
催
租
せ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
農
民
の
抵
抗
は
し
つ
よ
う
に
絵
績
さ
れ
て
い

惟
だ
一
種
の

抗
飲
す
る
意
有
り
。

っ
た
の
で
あ
る。
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松
江
蘇
に
お
け
る
抗
租
闘
争
は
、
奮
婁
牒
下
の
楓
迎

・
五
庫
地
方
を
中
心
に
小
昆
山
あ
る
い
は
醤
華
亭
鯨
下
の
張
津
等
で
展
開
さ
れ
た
。
松
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江
牒
で
は
、
九
月
以
来
、
各
地
の
農
民
た
ち
が
虫
害
に
あ
っ
た
稲
穏
を
手
に
再
三
再
四
蘇
聴
に
赴
き
、
被
災
情
況
の
調
査
と
税
糧
あ
る
い
は
小

作
料
の
滅
兎
要
請
を
行

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
調
査
を
捨
嘗
す
る
地
保
や
固
董
の
報
告
が
正
確
を
依
い
た
こ
と
も
手
停
っ
て
、
被
災
針

策
が
容
易
に
進
行
し
な
か

っ
た
。

一
方
で
農
民
の
減
免
請
願
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
を
頻
設
さ
せ
な
が
ら
も
、
善
堂
に
結
集
し
た
地
主
た
ち
に
よ
る

小
作
料
滅
兎
措
置
は
、
嘗
初
の
決
定
で
は
、
七
割
以
上
の
荒
田
こ
そ
全
額
兎
除
と
す
る
が
、

四
・
五
・
六
割
程
度
の
も
の
は
七
割
五
分
か
ら
七
割

三
分
と
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
郷
紳
朱
似
石
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
彼
の
す
す
め
に
よ
り
七
割
に
第
更
さ
れ
た
と
い
う
。
後
者

t土 の
嬰
更
時
期
と
ど
の
程
度
前
後
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
普
堂
に
よ

っ
て
小
作
料
率
が
決
定
さ
れ
、
小
作
料
徴
牧
が
開
始
さ
れ
る
や
、
農
民

@
 

小
作
料
率
決
定
の
主
謀
者
で
あ
る
善
堂
の
董
事
(
全
節
堂
司
月
)
呉
伯
庚
の
家
に
押
し
か
け
て
い
る
。

」
の
時
は
、

警
察
の
介
入
も
あ
っ

そ
の
後
農
民
た
ち
は
、

各
地
で
農
民
の
要
求
に
耳
を
か
さ
ず
、
不
嘗
な
被
災
報
告
を
行
っ
た

地
保
や
圃
董
を
襲
撃
し
た
。
そ
の
様
子
は
、
例
え
ば
「
五
庫
郷
三
保
二
十
一
園
の
郷
民
は
、
地
保
周
雨
泉
が
荒
田
を
漏
報
す
る
を
以
て
、
王
龍

一清一

裕
が
首
と
な
っ
て
鳴
録
し
て
四
百
人
を
緊
集
し
、

園
董
・
地
保
の
房
屋
八
家
を
打
設
し
、
並
び
に
松
江
の
業
戸
張
菅
の
家
の
外
帳
を
殴
傷
す
」

て
大
事
件
と
は
な
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
織
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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ご
と
に
六
十
文
を
集
め
、

楓
直
あ
る
い
は
五
庫
の
農
民
た
ち
は
、
地
主
の
小
作
徴
牧
に
抵
抗
す
る
た
め
、
特
に
「
抗
租
斉
心
社
」
を
結
成
し
、
そ
の
費
用
と
し
て
一
畝
、

も
し
ひ
そ
か
に
小
作
料
を
納
め
る
者
が
あ
れ
ば
、

全
村
人
民
の
食
料
を
提
出
さ
せ
る
と
い
う
お
き
て
を
作

っ
ヤ

そ
の
中
に
は
「
屋
を
焚
き
人
を
蹴
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
か
か
れ
て
い
た
と
い
い
抗
租

ま
た
、
張
揮
で
は
、
康
く
匿
名
の
掲
示
が
張
ら
れ
、

闘
争
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
楓
浬
で
は
地
保
を
解
雇
さ
れ
た
陳
竹
卿
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

五
庫
の
場
合
は
、
前
記
の
王
龍
裕
も
含
め
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
松
江
の
抗
租
闘
争
も
、
そ
の
形
態
は
極
め
て
組
織
的
で
あ
り
、
個
別
農
民
の
消
極
的
な
不
梯
い
抵
抗
を
越
え
、
地
保

や
圃
董
あ
る
い
は
個
別
地
主
を
襲
撃
す
る
と
い
う
攻
撃
型
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
南
地
域
は
、
闘
争
の
成
果
と
し
て
共
に
六
割

の
小
作
料
率
三
石
の
貨
幣
換
算
額
は
、
械
淫
四
元
六
七
角
、
五
庫
五
元
一
ち
を
か
ち
と
っ
て
い
る
暗
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本
稿
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
は

一
九

一
0
年
代
、

と
く
に
一
九
一
九
年
の
五
四
運
動
直
前
に
お
け
る
農
村
吐
曾
の
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
歴
史
的
位
置
を
見
定
め
る
た
め
に
も

一
躍
関
連
し
て
十
九
世
紀
末
葉
以
来
の
再
生
産
構
造
と
農
民
支
配
並
び
に
農
民

運
動
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。
不
十
分
な
指
摘
し
か
な
し
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
際
特
に
留
意
し
た
貼
を
以
下
に
整
理
し
て
本

稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

第

一
の
黙
。
江
南
の
農
業
あ
る
い
は
農
家
家
内
手
工
業
が
、
園
際
的
な
資
本
主
義
市
場
に
贋
く
、
深
く
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
家
内

副
業
と
し
て
の
手
紡
・
手
織

・
製
糸
工
程
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
穀
物
生
産
を
中
心
と
す
る
農
業
生
産
自
健
ま
で
が
、

ほ
ぼ
完
全
に
商
品
流
通

鵠
系
の
中
に
組
み
こ
ま
れ

穀
物
小
作
料
ま
で
も
金
納
化
(
代
金
納
)
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

そ
の
結
果
、

農
民
の
再
生
産
活
動
は
内
外
の
近
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代
的
資
本
に
よ
り
一
層
の
従
属
を
深
め
つ
つ
、

た。

さ
ら
に
、
地
主
・
高
利
貸

・
前
期
的
商
人
に
よ
る
厳
し
い
牧
奪
に
さ
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

第
二
の
貼
。
地
主
に
よ
る
地
代
牧
奪
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
流
通
過
程
を
も
含
む
巌
し
い
牧
奪
に
さ
ら
さ
れ
た
農
民
は
、
窮
乏
の
淵
に
追
い

や
ら
れ
、
全
般
的
な
下
降
分
解
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
農
民
の
窮
乏
化
は
他
方
で
農
民
と
共
生
開
係
に
あ
っ
た
手
工
業
職
人
や
小
商
人
の
経
済

活
動
を
も
匪
迫
し
た
。
農
民
の
下
降
分
解
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
る
農
業
州
労
働
者
や
遊
民
層
の
存
在
は
、
必
然
的
に
清
朝
の
農
村
統
治
機
構
と

し
て
の
保
甲
制
を
動
揺
さ
せ
、
こ
れ
を
補
強
す
る
地
主
中
心
の
郷
董
制
を
確
立
し
た
。
「
官
督
紳
鼎
」
と
し
て
の
郷
董
制
は
、
他
方
に
お
け
る

守口紳

一
鐙
の
小
作
料
徴
牧
機
構
H
追
租
局
と
相
補
う
関
係
に
あ
り
、
農
民
運
動
の
高
揚
に
封
鷹
す
る
地
主
連
合
の
要
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ

っ
た。
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第
三
の
黙
。
そ
れ
故
に
、
農
民
た
ち
の
直
接
的
憎
悪
は
、
地
主
の
私
的
雇
傭
者
で
あ
る
催
甲

・
官
憲
の
御
用
を
つ
と
め
る
鰹
造

・
地
保
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
地
主

一
般
の
利
盆
を
代
鼎
す
る
郷
董
に
も
向
け
ら
れ
、
個
別
的
な
地
主

・
佃
農
開
係
を
こ
え
て
存
在
し
、
政
治
的
統
治
機
構



の
末
端
に
位
し
た
彼
ら
に
、
農
民
の
攻
撃
目
標
は
す
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
来
、
私
的
な
枚
取
関
係
下
に
展
開
さ
れ
て
き
た
抗
租
闘
争
が
、

園
家
権
力
を
も
直
接
的
に
敵
に
ま
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
構
造
が
形
成
さ
れ
、
抗
租
闘
争
自
韓
が
、
よ
り
直
接
的
に
二
重
〈
地
主
と
園
家
権
力
〉
の
抑

匪
に
抵
抗
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
新
た
な
質
を
措
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
抗
租
闘
争
は
個
別
分
散
的
な
小
規
模
闘
争
を
越
え
て
、
し
だ

い
に
大
規
模
な
闘
争
形
態
へ
と
股
皮
せ
ざ
る
を
得
な
く
し
た
。
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
辛
亥
革
命
期
の
抗
租
闘
争
、
本
稿
で
取
り
上
げ
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た
抗
租
闘
争
な
ど
は
そ
の
例
誼
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
際
に
展
開
さ
れ
た
抗
租
闘
争
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
蘇
州
地
区
に
お
け
る
同
里
鍋
の
土
地
所
有
権
奪
還
闘
争
、
常
熟
賑
に
お
け
る
千
人
舎
の
抗
租
闘
争
あ
る
い
は
、

本
稿
で

』取
り
上
げ
た
抗
租
闘
争
な
ど
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
な
か
で
も
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
千
人
舎
の
孫
二

・
孫
三
と
い
う
裁

縫
職
人
、
本
稿
呉
豚
の
闘
争
に
お
け
る
呉
徳
甫

・
呉
連
甫
と
い
う
豆
腐
職
人
の
役
割
は
、
抗
租
闘
争
な
る
も
の
が
、
農
民
の
み
に
よ
る
皐
純
な

農
民
エ
ゴ
の
経
済
闘
争
に
と
ど
ま
ら
な
い
質
l

|
農
村
経
済
全
鐙
の
蘇
生
と
地
主

・
官
憲
に
よ
る
農
村
支
配
強
化
に
劃
す
る
全
般
的
抵
抗
ー
ー

を
も
つ
も
の
と
評
慣
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
抗
租
あ
る
い
は
訴
訟
に
そ
な
え
る
資
金
カ
ン
パ
を
行
い
つ
つ
、
組
織
的
に
抵
抗
し
よ
う
と

す
る
そ
の
姿
勢
は
、
闘
争
に
突
入
す
る
農
民
の
開
覚
悟
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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〔
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
十
一
月
一
一
一
日
の
東
洋
史
研
究
禽
大
倉
で
の
報
告
に
若
干
の
添
削
を
行
っ
て
成
稿
し
た
。
大
曾
嘗
日
に
は
、
天
野
元
之
助
先
生
か
ら
多

岐
に
わ
た
る
貴
重
な
御
苛
寛
を
う
か
が
っ
た
が
、
十
分
に
生
か
し
き
れ
な
か
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。〕

註①
②

光
絡
九
年

〈松
江
府
領
土
山
〉
各
五
彊
域
士
山
、
風
俗
四
民
。
同
様
の
指

摘
は
、
蘇
州
府
で
も
「
春
熱
は
種
す
る
と
こ
ろ
同
じ
か
ら
ず
、
萱
・
婆

・

菜
三
者
あ
り
」
(
陶
向
山〈
租
刷
版
〉
減
租
演
議
〉
あ
る
い
は
「
蘇
郡
の
浪
人

は
、
春
田
の
豆
・
婆

・
菜
花
崎
一
寸
の
項
を
も
っ
て
指
秩
播
秩
の
資
本
と
な

す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
地
方
で
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

③
光
絡
二

O
年
〈
嘉
普
豚
志
〉
各
八
、
風
俗
。

④
時
報
民
図
八
年
二
月
十
日
〈
閥
於
維
持
米
禁
之
要
閲
〉

⑤

時
報
民
闘
八
年
一
月
二
十
七
日
〈
蘇
省
米
糧
之
員
相
〉白

常
熟
で
も

「
預
め
宮
戸
よ
り
種
を
貸
り
て
以
て
耕
を
翁
す
農
家
多
し
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。



⑤
民
闘
五
年
〈
開
化
郷
士
山
〉
容
下
土
産
志
。

⑦
狭
間
直
樹
「
中
岡
近
代
史
に
お
け
る
『
資
本
の
た
め
の
隷
農
』
の
創
立

お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
農
民
闘
争
」
で
は
、
一
八
九

0
年
代
以
前
よ
り
す

で
に
外
岡
人
経
営
に
な
る
機
械
制
製
糸
工
場
向
け
の
繭
販
買
が
行
わ
れ
始

め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
を
完
全
に
無
税
し
て
い
る
。

③
時
報
民
図
七
年
五
月
一
一
一
日
〈
総
繭
線
公
所
開
曾
績
誌
〉
こ
こ
で
い

う
村
柿
十
剛
一
同
業
の
う
ち
紙
業
と
は
、
主
と
し
て
機
械
制
製
糸
業
を
指
す
。

⑤
時
報
民
閥
七
年
六
月
二

O
目。

@
時
報
民
国
三
年
九
月
九
日
〈
錫
山
訪
問
記
〉

⑪
申
報
民
闘
十
年
七
月
二

O
日
〈
統
領
飛
渡
〉

⑫
⑥
と
同
じ
ο

⑬
峰
村
喜
磁
「
消
闘
認
糸
業
大
限
」
(
明
治
三
十
七
年
一
月
刊
)

川
円
、
時
報
氏
闘
五
年
四
月
二
十
二
日
〈
椛
李
域
昨
溺
卒
後
近
川
山
、
政
界
〉

⑬
小
山
正
明
「
清
末
中
闘
に
お
け
る
外
国
綿
製
品
の
流
入
」
(
近
代
中
園

研
究
第
四
輯
)

⑮
狭
間
前
拐
論
文

U

⑫
田
中
正
俊
「
西
欧
資
本
主
義
と
哲
中
閣
の
解
樫
」
(
中
園
近
代
経
済
史

研
究
序
説
東
京
大
摩
出
版
曾
)

ω)
光
絡
十
七
年
〈
重
輯
楓
淫
小
士
山
〉
谷
て
医
域
食
貨
。

⑬
宣
統
三
年
〈
績
修
楓
淫
小
士
心
〉
谷
一
、
医
域
食
貨
。

③
浪
商
公
報
第
五
十
六
則
氏
闘
八
年
三
月
十
五
日
、
呉
清
望
「
松
江

問
脚
質
業
税
察
報
告
書
」

⑫
通
商
会
纂
明
治
三
十
四
年
六
月
十
日
「
消
園
江
蘇
省
常
熟
商
工
業
観

察
復
明
書
」

③
@
農
商
公
報
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第
六
十
八
期

民
園
九
年
三
月
十
五
日

銚
日
新
「
常

熟
懸
賞
業
調
察
報
告
書
」

狭
間
直
樹
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
江
蘇
省
の
農
村
に
お
け
る
綿
紡

織
業
の
「
慶
紹
」
を
強
調
さ
れ
、
綿
花
販
賓
の
増
大
と
と
も
に
生
糸
販
買

を
目
的
と
す
る
養
裁
の
損
大
を
主
張
さ
れ
、
ま
た
一
八
九

0
年
代
に
入
る

こ
ろ
に
は
、
江
蘇
省
の
農
村
枇
舎
が
「
相
針
的
安
定
期
」
を
迎
え
る
こ
と

を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
再
検
討
を
必
要
と

し
よ
う
。
第
一
に
、
土
布
生
産
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
駿
紹
」
と
い

い
う
る
状
況
に
は
な
く
、
機
械
製
綿
糸
の
需
.
要
を
含
む
土
布
生
産
が
根
強

く
存
績
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
新
た
に
養
認
が
行
わ
れ
は

じ
め
る
地
域
の
養
強
目
的
は
、
繭
需
要
の
増
大
に
見
合
う
も
の
が
少
く
な

く
、
既
往
の
生
糸
版
貨
も
繭
販
質
に
崎
ず
る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
ω

そ
れ
ゆ
え
に
、
第
三
の
「
相
針
的
安
定
期
」
は
よ
り
一
層
矛
盾

が
深
化
す
る
時
代
で
あ
り
、

t
Nは
、
一
方
で
は
近
代
的
資
本
へ
の
殺
嵐

度
を
強
め
つ
つ
、
一
方
で
は
養
鍛
に
お
け
る
よ
う
に
高
利
貸
政
奪
、
前
期

的
繭
商
人
の
中
間
搾
取
に
苦
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

@
小
島
淑
男
「
辛
亥
革
命
前
後
に
お
け
る
蘇
州
府
の
良
村
枇
曾
と
農
民
閲

害
」
(
近
代
中
国
農
村
祉
禽
史
研
究
)
同
「
辛
亥
革
命
則
江
南
の
農
民
運

動
と
中
華
民
闘
曲
抗
議
」
(
歴
史
朗
学
研
究
三
七
二
鋭
)
本
稿
の
叙
述
は
柄
稿

に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
本
節
で
笛
然
取
り
上
げ
る
必
要
の
あ

る
地
主
的
土
地
所
有
の
割
合
や
程
度
、
地
主
・
佃
戸
閥
係
を
理
解
す
る
上

で
前
一
要
な
位
置
を
占
め
る
一
回
雨
主
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
記
論
文
で

も
取
り
上
げ
て
お
り
、
紙
数
の
制
限
も
あ
る
の
で
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

②
中
華
新
報
民
同
六
年
五
月
二
十
八
日
〈
額
外
取
租
被
駁
V

に
は
、

「
本
豚
断
遺
租
fV

付
、
其
成
色
免
債
、
向
昭
一
善
宝
定
例
。
迄
今
数
載
、
従
来

有
人
啓
別
異
議
」
と
あ
り
、
善
堂
で
定
め
た
小
作
料
率
と
そ
の
貨
幣
換
算
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何
聞
が
松
江
蘇
に
お
け
る
地
代
徴
収
の
基
準
で
あ
り
、
こ
の
方
法
に
射
し
て

は
こ
こ
数
年
間
異
議
を
と
な
え
る
も
の
が
な
い
と
い
う
が
、
施
行
年
数
を

数
年
と
限
定
す
る
と
、
そ
の
開
始
は
民
図
元
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
民
岡
元
年
十
二
月
七
日
付
の
申
報

〈
鈴
江
業
佃
宇
持
之
情
形
〉

に
は
、

「
大
小
各
業
戸
毎
年
徴
租
成
色
、

必
以
育
嬰
全
節
雨
堂
断
」
と
あ

り
、
こ
の
方
法
は
民
闘
元
年
骨
同
時
ま
で
「
毎
年
」
繰
返
さ
れ
て
き
た
こ
と

を
語
っ
て
お
り
、
こ
の
習
慣
は
諸
問
代
以
来
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
民
闘
十
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
「
中
闘
民
事
習
慣
大

全
」
に
も
、
松
江
蘇
の
習
慣
と
し
て
「
毎
年
認
還
租
米
、
照
本
地
善
堂
徴

租
之
成
色
而
参
酌
之
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
長
期
に
わ
た
る
恒
常
的
習
慣

と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
時
期
を
い
つ
の
時
鮎
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
は

定
か
で
な
い
。
な
お
、
光
絡
九
年

八
松
江
府
統
志
〉
径
九
建
置
志
に
は
全

節
堂
三
四
八
六
畝
、
育
嬰
堂
三
五
六

O
畝
と
記
さ
れ
て
お
り
、
光
絡
五
年

〈裳
豚
縦
士
心
〉
谷
二
建
陸
志
に
は
、
育
制
官
堂
の
輩
亭
豚
所
在
の
所
有
地
は

一一

一O
八
畝
、
額
租
一
一
一
一一
一
一
三
石
(
一
畝
卒
均
一
、
一

O
三
石
)
、
裟
麻

所
在
の
所
有
地
二
三
三
畝
、
額
租
一
七
四

O
石

m
一
畝
卒
均
て

O
七

九
石
)
と
記
さ
れ
、

一
般
地
主
の
地
代
と
全
く
隻
り
が
な
い
。

一@

同

文

泌

報

光

絡
二
十
六
年
五
月
五
日
〈
二
予
越
川
岨
〉
佳
江
府
で
も

抗
租
を
行
う
頑
佃
を
官
泣
が
懲
罰
す
る
慣
習
は
「
向
来
、
紳
宣
家
過
有
抗

租
頑
佃
、
迭
問
脚
迫
比
L

(

光
絡
七
年
六
月
二
十
一

日
盆
問
銭
)
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
よ
り
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。

②
前
掲
小
島
商
論
文
、
或
は
同
「
清
末
民
闘
初
期
に
お
け
る
漸
江
省
薬

輿
府
周
迭
の
農
村
枇
曾
」
(
山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
事
論
集
〉
。
民
国

五
・
六
年
の
例
と
し
て
は
、

官新
興
師
脚
〈
消
代
の
嘉
輿
秀
水
雨
脚
榊
)
に
お
い

て
、

「
嘉
興
問
脚
署
設
者
追
租
局
、
所
以
迫
鰍
郷
民
抗
納
業
戸
租
米
、
内
有

公
役
数
名
専
赴
郷
迫
租
之
用
」
(
時
報
、
民
関
五
年
四
月
二
十
二
日
)
、
実

豚
に
お
い
て
、
「
有
一
種
乃
頑
郷
民
、
往
往
怠
存
観
室
、
有
意
抗
絞
。
前

日
経
国
業
曾
目
穴
呈
鯨
署
、
請
的
照
醤
章
、
設
局
追
租
」
(
時
報
、
民
闘
六

年
十
二
月
二
十
九
日
)
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

③
村
佳
裕
次

「
近
代
江
南
の
租
筏
l
中
関
地
主
制
度
の
研
究
|」

(
東
京

大
型
出
版
曾
)

。

小
島
淑
男

「消十本
の
郷
村
統
治
に
つ
い
て

」
(
史
潮
八
八
腕
〉

⑨

潜

光

旦

・
全
慰
天
「
刊
紙
南
土
地
改
革
訪
問
記
」
の
第
四
章
、
従
「
義

回
」
進
一
歩
看
蘇
南
的
封
南
建
勢
力
を
参
照
。

「ぽ
光
緒
七
年
〈
勉
…
錫
金
脱
帽牌
士
心
〉
袋
三
十
善
翠
義
荘
。
辛
亥
革
命
江
蘇
地

底
資
料
、
郁
龍
威

「
千
人
曾
起
義
調
査
記
」

@

昼

間

録
、
光
緒
十
六
年
一
月
九
日

〈奥
客
初
隙
呉
園
風
〉

③

前
掲
「
千
人
合
起
義
調
査
記
」
。
民
間
十
年

〈
江
陰
際
紛
志
〉
容
三
義

荘
に
よ
る
と
、
章
氏
義
荘
の
所
有
地
は
、
義
回
一

O
一
三
畝
、
祭
国
一
百

畝
と
い
わ
れ
る
。

@

申
報
民
国
元
年
八
月
二
十
六
日

〈
突
門
新
語
録
〉

崎
、
民
闘
二
十
二
年

〈
英
勝
士
山
〉
包
三
十
一

公
選
四
義
荘
。
光
絡
戊
寅
績
修

「
陶
氏
家
譜
」
径
五
陶
治
元
、
治
元
は
職
名
、
治
元
は
光
絡
十
七
年
以
来

荘
副
を
つ
と
め
た
が
、
同
二
十
七
年
か
ら
三
十
年
ま
で
は
荘
正
代
理
と
な

り
、
事
W
H
上
の
義
妊
管
理
者
で
あ
っ
た
ι

彼
は
ま
た
懸
の
平
縮
局
、
粥
廠

あ
る
い
は
善
堂
(
普
済
)
の
董
事
を
も
歴
任
し
た
。

③

民

立

報

一
九
一

二
年
八
月
九
日

〈
地
皮
虫
〉

⑨

時
報
民
国
六
年
十
一
月
二
日
嘉
輿
〈
請
求
完
納
租
米
〉

③
時
報
民
図
八
年
二
月
十
日
蘇
州
〈
閥
於
維
持
米
禁
之
要
閣
〉

③

時
報
民
国
四
年
十
二
月
十
六
日
松
江
〈
冬
租
向
未
起
色
〉
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@

時

報

民

国

六

年

十
一
月
十
九
日
〈
蘇
州
絹
荒
之
風
潮
〉

@

時

報

民

園

六
年
十
一
e

一月一
一一
日
〈
蘇
郷
閑
荒
案
之
近
訊
〉

悶
荒
風
潮
護
生
之
初
、
田
業
曾

一
再
不
肯
寛
議
減
租
」

@

時

報

民

闘

六

年
十
二
月
十
日

〈奥
田
肺
郷
民
間
荒
之
尾
撃
〉

「
此
次

悶
荒
、
質
時
世
端
於
太
卒
橋
少
数
郷
民
飲
緊
心
酒
、
不
枚
催
甲
租
由
市
起
。

該
庭
郷
董
、
不
亙
阻
止
。
途
蔓
延
掴
淫
外
跨
塘
施
、
相
継
闘
索
、
盆
以
奥

徳
甫
等
従
中
鼓
煽
、
致
制
服
成
縦
火
焚
屋
之
紹
大
風
潮
」

⑬
時
報
民
園
七
年
九
月
二
十
二
日

〈
破
獲
悶
租
犯
首
領
解
豚
〉

同

十
月
八
日
〈
小
都
督
被
人
登
質
〉

@
時
報
民
国
六
年
十
二
月
四
日

〈
悶
荒
案
首
要
己
獲
〉

@
@
と
同
じ
。

@

@
と
同
じ
。

品

@
と
同
じ
。

⑬
時
四
柑
民
悶
六
年
十
二
月
十
五
日

〈
豚
公明帯
提
訊
悶
荒
郷
民
〉

「日

前
歯
師
脚
署
偵
絹
隊
在
油
淫
郷
制
後
之
英
徳
甫
卸
小
都
督

3

因
信
議
在
該
郷

抽
枚
田
指
怨
畝
十
文
」

⑬

⑬

と
同
じ
。
⑫
参
照
。
な
お
⑥
に
は
、

「勅
令
郷
民
各
出
畝
摘
、
毎
回

一
畝
指
銭
百
文
」
と
い
う
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
首
謀
者
呉
兄
弟
逮
捕
後

の
記
事
に
は
「
奥
徳
甫

・
英
連
甫
兄
弟
二
人
、
信
議
毎
回
一
畝
須
掲
銅
元

「
賞
各
郷

539 

一
枚
、
由
承
種
佃
戸
綴
納
以
備
緊
衆
抗
糧

・
渉
訟
之
費
」
と
い
う
叙
述
も

み
ら
れ
、
銅
元

一
枚
N
H
銅
銭
十
文
と
い
う
の
が
事
資
だ
と
考
え
る
。

@
中
華
新
報
民
国
六
年
十

一
月
二
十
五
日
〈
奥
田
脚
閥
克
之
大
風
潮
〉

⑪

以
上
は
同
右
十
一
月
二
十
五
日

〈
奥
鯨
閥
荒
之
風
潮
〉

@

同
右

十
一

月
二
十
六
日

〈
悶
荒
風
潮
組
問
〉

@

時
報
民
闘
六
年
十
二
月
一
日

〈蘇
郷
関
荒
案
之
解
決
〉

@

@

と
同
じ
。

@

時
報
民
闘
六
年
十
二
月
十
四
日
〈
閥
荒
案
官
廊
布
告
〉

@

同
右

十
二
月
二
十
九
日

〈委
員
催
租
〉

@

中
華
新
報
民
園
六
年
九
月
二
十
三
日

〈
松
厨
郷
民
報
荒
事
擁
横
〉

同
右
十
一
月
十
五
日

〈漏
荒
絡
線
術
報
〉

同
右
十
一
月
二
十一

日

〈講
究
匿
荒
始
害
〉

⑧

同
右

十一

月
二
十
四
日

〈
五
庫
閥
抗
抑
制
誌
〉

同
右
十
二
月
三

日

〈
五
庫
郷
民
間
荒
紀
宮
〉

@

同
右

十
二
月
十
六
日

〈
燃
理
凶
荒
案
之
総
間
〉

@

同

右

十

一
月
二
十
七
日

〈
五
庫
閥
荒
詳
情
〉

同
右

日

〈
松
蘇
虫
交
雑
録
、
唆
使
抗
租
〉

同
右

十
二
月
五
日

〈阜
地
鮒
悶
荒
犯
〉

同
右
十
二
月
二
十
九
日

〈枚
租
宇
執
近
訊
〉

@ @) 

E
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nu 
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十



bodied the slogan“ Jian guo fu xian ”建國扶賢, and projected an assault

upon Nanking南京and reliance　upon Princes 皇親王of the Ming

imperial house.　After Yang Hu 楊虎　died at the end of November,

the rebel army divided into ａ He-bei band commanded by Liu Liu and ａ

He-nan band under Liu San 劉三and Zhao Fengzi 趙凪子. In the vicinity

of χin-cai 新蔡county the Ｈｅ･nan　forcewas reorganized with the in-

troduction of order and discipline｡pledging to overthrow the Ming and

establish a rebel government.　But within a few-months, the He-nan

force was defeated, and ｎｅχtthe He-bei band was destroyed｡

　　

The most conspicuous characteristic of this revolt was its guerrilla

tactics,but it was only possible because of massive support by the pea-

santry.

　

Through the analysis of the leaders, we can find two more

special features of this revolt; one is that it has the aspect of ａ riot by

the peasants on account of starvation, yet another point is that it was ａ

rebellion conducted under the auspices of the privileged classes. These

characteristics

　

were

　

reflected in the Cang-zhou program and kept it

from being complete.　It was because such intellectualsas Zhao Fengzi

joined in it that it escaped from thisincompleteness.　But !the intelle-

ctuals had their own limitations.

Rural Society in Jiang･nan 江南District in 191O's

Yｏｓhiｏ Ｋｏｎｍａ

　　　

Since the end of the 19th century, the rura!economy of Jiang-nan江南

was closely connected with the international market by the economic en-

croachment of the western powers, and the reproductionactivities of the

peasantry were subjugated to modern capital by the medium of compra-

dor capital and the pre-modern merchants. This tendency can be seen

not only　in　the　silk　and　cotton　textile　industries　but　also　in　grain

production.

　　　

Through

　

eχploitation

　

by

　

modern

　

capital

　

and

　

pre-modern

　

ｃｏ･

mmerce, the downfall and dissolution of the peasantry was accelerated。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



and accompanying it, the artisans and small merchants Ｃｏ･existing with

the peasants were also ruined.　The increase of ｅχtremely poor ｐｅａ･:

sants and idlers who could not live only on agriculture of necessity de･

stroyed the established order of rural society.　But the land!ords tried

to establish a stable rule over the rural region by intensifying xiang

ｄｏｎｓsystem 郷董制which was to complement the ｂａｏj瞬時吠ｅｍ保甲制

and by organizing tuan lian團練under the tutelage of the authorities.

　　　

The .main manifestations上of the peasant　movement in Jiang-nafli……!ゝ゛j

reflecting the predominance of landowning by landlords√included pro-

!est against taxation, but from this period on, abandoning the egoistic

ｃｈａでacterof the peasant struggle, came犬t0　insist　upon the rehabilita-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

心

　

■■
tion of the whole rural economy ａｈヽdtｏ∇take on the character ｏ‘forga-

　　

:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

1
nizedレresistanceｽagainst suppression by both the landlords and the

authorities. We must pay close attention to the leadership in this

resistance °against tax叩on the part　of　the　artisans,∧in　co-oneratiom……

with peasants and idlers who ヽwere excluded from agriculture.十

－４


